
ネットキャッシング規定 新旧対照表 
旧 新 

第 4 条（契約期限） 
1. 本取引は、契約の発効日の属する月の 3 年後の応当月の約定返済

日を期限とし、契約期限までにお客さままたは当社から契約期限を延

長しない旨の申出がないときは契約期限を 3 年延長することとし、以

降も同様とします。 
 

第 4 条（契約期限） 
1. 本取引は、契約の発効日の属する月の 3 年後の応当月の約定返済

日を期限とし、契約期限までにお客さままたは当社から契約期限を延

長しない旨の申出がないときは契約期限を 3 年延長することとし、以

降も同様とします。ただし、第 2 条第 2 項に則りお客さまが当社所定

の年齢に達した場合で、かつ本契約に基づく債務を全て完済している

場合は、契約期限の到来をもって本契約は当然に終了するものとしま

す。 
 

 


